
親族的な身分関係に関する審判と戸籍記載の嘱託・通知について

裁判所書記官の嘱託により戸籍が記載されているもの。

① 親権喪失，親権停止，管理権喪失の審判（家事規７６Ⅰ①）

② 審判前の保全処分（家事規７６Ⅱ，７７Ⅱ）

③ 後見関係審判（家事規７６Ⅰ②～⑤，家事規７７Ⅰ）

④ 性別の取扱いの変更の審判（家事規７６Ⅰ⑥）

審判確定後（人訴判決，別表第二事件の調停等も含む。），裁判所書記官から

戸籍事務管掌者に通知がされるもの

① 失踪宣告関係（家事規８９）

② 特別養子縁組関係（家事規９３Ⅱ，９４）

③ 親権喪失，親権停止，管理権喪失の審判の取消し（家事規９５）

④ 推定相続人廃除関係（家事規１００）

⑤ 就籍許可，戸籍訂正許可（家事規１１９）

⑥ 親権者指定，変更関係（家事規９５，１３０Ⅱ②等）

⑦ 離婚，婚姻無効，取消し関係（人訴規１７，３１，家事規１３０Ⅱ②等）

⑧ 離縁，養縁組無効，取消し関係（人訴規１７，３１，家事規１３０Ⅱ②

等）

⑨ 認知，嫡出否認，親子関係存否確認関係（人訴規１７，３１，家事規１

３０Ⅱ②等）

※ 創設的届出が必要な審判（氏の変更の許可の審判（民７９１Ⅰ，戸９８Ⅰ）等）に

ついては，審判確定後の裁判所書記官からの戸籍事務管掌者への通知の規定はない。
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